
第��号議案

島根県花振興センター条例の一部を改正する条例

島根県花振興センター条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次のように

改正する。

附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行する。
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「

別表中 を

」

団体（	�人以上の場合をいう。）の

場合その他知事が別に定める割引制

度に該当する場合
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�
�円

「

を に改める。

」

年間使用料（同

一人が�年間使

用する場合の使

用料）の額

団体（	�人以上の場合をいう。）の

場合その他知事が別に定める割引制

度に該当する場合
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